
 

【京都大学大学院地球環境学舎同窓会会則】 

 

第 1 章 総則 

第１条 本会は、京都大学大学院地球環境学舎同窓会と称する。 

第２条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、京都大学大学院地球環境学舎の隆盛に寄与すること

を目的とする。 

第３条 本会の本部は、京都大学大学院地球環境学舎内に置く。 

 

第２章 構成員 

第４条 本会は、次の者をもって組織する。 

(１) 正会員  京都大学大学院地球環境学舎の修了生 

(２) 準会員  京都大学大学院地球環境学舎の在学生(但し、正会員は除く) 

(３) 特別会員 京都大学大学院地球環境学舎の現旧教職員(但し、正会員は除く)及び地球環境学

舎と特別な関係を持つ者で、役員会が承認した者 

 

第３章 事業 

第５条 本会は、その目的遂行のため、次の事業を行う。 

(１) 会員名簿の発行 

(２) その他、第２条に規定する目的遂行のために必要な事業 

 

第４章 役員および学年代表 

第６条 本会は、次の役員を置き、その定員、任務、及び任期は次のとおりとする。但し再任を妨

げない。 

(１) 会長 １名 会務の総理 １年 

(２) 副会長 若干名 会長の補佐 １年 

(３) 幹事 若干名 会務を担当 １年 

(４) （削除） 

(５) 監事 ２名 会計事務の監査を担当 １年 

(６) 事務局長 １名 事務局の総括 １年 

第７条 役員の選任は、次の方法による。 

(１) 会長候補は、正会員の中から役員会において選出する。副会長候補、幹事候補、監事候補及

び事務局長は、会員の中から役員会において選出する。但し、役員会が別途定める方法により、

会員は副会長、幹事、監事及び事務局長に立候補できるものとし、役員会は特段の理由がない

限り原則として立候補者を候補として選出するものとする。 

(２) 役員会により選出された役員候補は、総会の承認を経て役員に就任する。 

第８条 役員に欠員を生じた場合は、役員会の推挙によって一時的に会員より補充し、任期は前任

者の残任期間とする。 

第９条 正会員は、卒業年度ごとに学年代表を原則として２名置く。 



第１０条 学年代表は、該当年度の正会員と役員との間の連絡業務を担う。 

 

第５章 会議及び事務局 

第１１条 本会に次の会議及び事務局を置く。 

(１) 総会 

(２) 役員会 

(３) 事務局 

第１２条 総会を、以下の内容とする。 

(１) 総会は、本会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。 

(２) 次に掲げる事項は、総会の承認を経なければならない。 

<１> 次期役員の選任 

<２> 事業報告及び決算報告 

<３> 事業計画及び予算 

<４> 会費変更 

<５> その他役員会が必要と認めた本会運営に関する重要事項 

(３) 総会は、原則として年に一度、役員会で定めた日に開催される。但し、役員会が必要と認め

た場合は、臨時で総会を開催することができる。 

(４) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。但し、役員会が別途定める書面又は電子メ

ール等の方法により、出席していない会員は議決権を行使できる。 

(５) 総会の招集は開催日の１０日前までに書面又は電子メール等の方法により行い、日時、場所、

決議事項を告知する。 

(６) 総会の議事については議事録を作成し、書面又は電子メール等の方法により会員に周知する。 

第１３条 役員会を、以下の内容とする。 

(１) 役員会は、本会運営に関する審議・立案を行い、又、事業を執行する機関であり、役員をも

って構成する。 

(２) 役員会は、次に掲げる事項を行う。 

<１> 役員の選出 

<２> 会則等の改正の審議・立案 

<３> 事業報告及び決算報告の作成 

<４> 事業計画及び予算の審議・立案 

<５> 会費変更の審議・立案 

<６> 本会則において別途定める事項、及びその他本会運営に関する重要事項の審議・立案又は

決定 

(３) 役員会は、年に一度以上、会長又は過半数の役員が必要と認めたときに開催する。 

(４) 役員会は役員の過半数の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。 

(５) 役員会の議事については議事録を作成し、役員会で開示が必要と認めた場合、又は会員から

要求があった場合は、これを開示しなければならない。 

第１３条の２ 事務局を、以下の内容とする。 

(１) 事務局は、本会の事務を処理する機関であり、事務局長及び事務局員をもって構成する。 

(２) 事務局員は、事務局長が原則として会員より選任する。 



(３) 事務局は、次に掲げる事項を行なう。 

<１> 会計 

<２> 名簿及び会報等の送付 

<３> その他事務局長が必要と認めた事務 

 

第６章 会計 

第１４条 本会の運営に要する経費は、会員の納付する会費その他の収入をもって充てる。 

第１５条 本会の会費は役員会で審議・立案し、総会において承認される。 

第１６条 本会の会計年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月末日に終わる。 

第１７条 事務局長は、会計内容を毎年度末に役員会に報告する。 

 

第７章 その他 

第１８条 会員は、役員会が別途定める書面又は電子メール等の方法により役員会にその旨を通知

することで、本会から退会することができる。 

第１９条 本会の名誉を著しく傷つける等の行為を行った会員は、役員会の審議及び総会の承認を

経て除名することができる。 

 

附則 

この会則は、平成１６年３月２３日より施行する。 

この会則は、平成１７年３月５日より施行する。 

この会則は、平成１７年９月２３日より施行する。 

 

 

 
 
 


